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○ 庄 原 市 行 政 評 価 実 施 要 綱  

平 成 2 6年 ５ 月 ９ 日 告 示 第 8 6号  

改 正  

平 成 2 7年 ３ 月 2 3日 告 示 第 4 3号  

平 成 2 7年 ３ 月 3 1日 告 示 第 5 5号 の ７  

平 成 2 8年 ３ 月 3 1日 告 示 第 3 6号  

庄 原 市 行 政 評 価 実 施 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 庄 原 市 ま ち づ く り 基 本 条 例 （ 平 成 2 3年 庄 原 市 条 例 第 2 8号 。 以 下 「 基 本 条 例 」 と

い う 。 ） 第 1 2条 の 規 定 に 基 づ き 、 市 民 の 参 画 を 得 て 、 市 が 実 施 し て い る 事 務 事 業 の 評 価 （ 以 下 「 行

政 評 価 」と い う 。）を 行 い 、効 率 的 か つ 効 果 的 な 市 政 を 推 進 す る た め 、当 該 行 政 評 価 の 実 施 に 関 し 、

必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ

る 。  

(１ )  実 施 機 関  市 長 部 局 、 市 長 が 別 に 定 め る 行 政 委 員 会 及 び 公 営 企 業 を い う 。  

(２ )  第 １ 次 評 価  所 管 課 に よ る 評 価 を い う 。  

(３ )  市 民 意 見 の 聴 取  イ ン タ ー ネ ッ ト そ の 他 の 媒 体 を 利 用 し 、市 民 の 意 見 を 聴 取 す る こ と を い う 。 

(４ )  外 部 評 価  第 ９ 条 に 定 め る 委 員 会 に よ る 評 価 を い う 。  

(５ )  第 ２ 次 評 価  市 民 意 見 の 聴 取 及 び 外 部 評 価 を い う 。  

（ 行 政 評 価 の 時 期 ）  

第 ３ 条  行 政 評 価 は 、 対 象 と な る 事 務 事 業 を 実 施 し た 年 度 の 翌 年 度 に 実 施 す る も の と す る 。  

（ 行 政 評 価 の 順 序 ）  

第 ４ 条  行 政 評 価 は 、 第 １ 次 評 価 、 市 民 意 見 の 聴 取 、 外 部 評 価 の 順 序 で 実 施 す る 。  

（ 行 政 評 価 の 対 象 件 数 ）  

第 ５ 条  一 会 計 年 度 に 実 施 す る 第 １ 次 評 価 の 対 象 は 、 お お む ね 5 0件 と し 、 第 ２ 次 評 価 の 対 象 は 、 お お

む ね 1 0件 と す る 。  

２  第 １ 次 評 価 の 対 象 は 、 所 管 課 が 選 定 す る も の と し 、 第 ２ 次 評 価 の 対 象 は 、 事 務 事 業 の 分 野 を 所 管

す る 庄 原 市 部 内 調 整 会 議 設 置 要 領 （ 平 成 2 8年 庄 原 市 訓 令 第 1 3号 ） に 定 め る 庄 原 市 部 内 調 整 会 議 （ 市

長 部 局 以 外 は 、 実 施 機 関 の 長 が 定 め る 組 織 ） で 選 定 す る 。  
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３  前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 年 度 の 第 １ 次 評 価 の 対 象 の う ち 第 ９ 条 に 定 め る 委 員 会 か ら 申 し

出 が あ っ た 事 務 事 業 は 、 第 ２ 次 評 価 の 対 象 に 加 え る こ と が で き る 。  

（ 事 務 事 業 の 単 位 ）  

第 ６ 条  行 政 評 価 の 対 象 と す る 事 務 事 業 は 、 次 の 単 位 を 基 本 に 市 長 が 定 め る も の と す る 。  

(１ )  予 算 科 目 に お け る 事 業 単 位  

(２ )  補 助 金 、 負 担 金 の 単 位  

(３ )  地 方 自 治 法（ 昭 和 2 2年 法 律 第 6 7号 ）第 2 3 3条 第 ５ 項 に 規 定 す る 主 要 な 施 策 の 成 果 を 説 明 す る 書

類 に 掲 載 す る 事 業 単 位  

（ 行 政 評 価 の 対 象 ）  

第 ７ 条  行 政 評 価 の 対 象 は 、 実 施 機 関 が 実 施 し て い る 事 務 事 業 と す る 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る も の （ 以

下 「 対 象 外 事 業 」 と い う 。 ） を 除 く 。  

(１ )  法 定 受 託 事 務 及 び 法 令 等 に よ り 実 施 が 義 務 付 け ら れ て い る も の  

(２ )  職 員 人 件 費 に 属 す る も の  

(３ )  議 会 費 に 属 す る も の  

(４ )  普 通 建 設 事 業 （ 市 の 負 担 を 伴 う 継 続 的 な 補 助 事 業 を 除 く 。 ）  

(５ )  地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律（ 昭 和 3 1年 法 律 第 1 6 2号 ）第 2 6条 の 規 定 に 基 づ く 点

検 及 び 評 価 の 対 象 事 務 及 び 行 政 評 価 と 同 様 の 評 価 を 実 施 し て い る も の  

２  前 項 た だ し 書 き の 規 定 に か か わ ら ず 、 実 施 機 関 の 長 が 必 要 と 認 め た と き は 、 対 象 外 事 業 に つ い て

も 評 価 を 実 施 す る こ と が で き る 。  

（ 評 価 項 目 ）  

第 ８ 条  行 政 評 価 の 評 価 項 目 は 、 優 先 度 、 認 知 度 、 有 効 性 、 受 益 者 満 足 度 、 市 民 （ 納 税 者 ） 納 得 度 、

代 替 性 及 び 基 本 条 例 の 趣 旨 へ の 適 合 性 と す る 。  

（ 行 政 評 価 委 員 会 の 設 置 ）  

第 ９ 条  市 民 の 参 画 を 得 て 評 価 を 行 う た め 、 庄 原 市 行 政 評 価 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ） を 設

置 す る 。  

（ 委 員 会 の 組 織 等 ）  

第 1 0条  委 員 会 は 、 委 員 1 0人 以 内 で 組 織 す る 。  

２  委 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 の う ち か ら 、 市 長 が 委 嘱 す る 。  

(１ )  行 政 経 験 を 有 す る 者  

(２ )  企 業 経 営 者 等  
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(３ )  市 民 の 代 表  

(４ )  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め た 者  

（ 委 員 の 任 期 ）  

第 1 1条  委 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と し 、 再 任 を 妨 げ な い 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 委 員 が 欠 け た と き の 後 任 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

３  前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 市 長 が 特 別 な 理 由 が あ る と 認 め た と き は 、 任 期 中 に お い て も 委 嘱 を

解 く こ と が で き る 。  

（ 委 員 長 及 び 副 委 員 長 ）  

第 1 2条  委 員 会 に 、 委 員 長 及 び 副 委 員 長 を 置 く 。  

２  委 員 長 及 び 副 委 員 長 は 、 委 員 の 互 選 に よ り 、 こ れ を 定 め る 。  

３  委 員 長 は 、 委 員 会 を 総 理 し 、 会 議 の 議 長 と な る 。  

４  副 委 員 長 は 、 委 員 長 を 補 佐 し 、 委 員 長 に 事 故 が あ る と き 又 は 委 員 長 が 欠 け た と き は 、 そ の 職 務 を

代 理 す る 。  

（ 会 議 ）  

第 1 3条  会 議 は 、 必 要 に 応 じ て 委 員 長 が 招 集 す る 。  

２  会 議 は 、 在 任 委 員 の 過 半 数 以 上 の 出 席 を も っ て 開 く も の と す る 。  

３  委 員 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 委 員 以 外 の 者 を 会 議 に 出 席 さ せ 、 意 見 を 求 め る こ と が で

き る 。  

４  議 事 は 、 出 席 委 員 の 過 半 数 を も っ て 決 す る も の と し 、 可 否 同 数 の と き は 、 委 員 長 の 決 す る と こ ろ

に よ る 。  

５  会 議 は 、 公 開 と す る 。 た だ し 、 委 員 長 が 公 開 を 相 当 で な い と 認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 利 害 関 係 委 員 の 除 斥 ）  

第 1 4条  委 員 長 及 び 委 員 は 、 自 己 又 は 自 己 が 属 す る 団 体 等 に 利 害 関 係 の あ る 評 価 案 件 に つ い て は 、 そ

の 評 価 に 参 与 す る こ と が で き な い 。 た だ し 、 委 員 会 の 同 意 が あ っ た と き は 、 会 議 に 出 席 し 、 発 言 す

る こ と が で き る 。  

（ 評 価 結 果 の 公 表 等 ）  

第 1 5条  市 長 は 、 行 政 評 価 を 実 施 し た と き は 、 そ の 結 果 を 市 の 広 報 紙 及 び ホ ー ム ペ ー ジ へ の 掲 載 等 の

方 法 に よ り 、 市 民 へ 公 表 す る も の と す る 。  

（ 実 施 方 針 の 決 定 ）  

第 1 6条  実 施 機 関 の 長 は 、 行 政 評 価 の 結 果 を 参 考 と し 、 事 務 事 業 に 関 す る 以 後 の 実 施 方 針 を 決 定 す る
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も の と す る 。  

（ 市 長 の 調 整 ）  

第 1 7条  市 長 は 、 他 の 実 施 機 関 の 長 に 対 し 、 行 政 評 価 に 関 し て 報 告 を 求 め 、 又 は 助 言 を 行 う こ と が で

き る 。  

（ 庶 務 ）  

第 1 8条  委 員 会 の 庶 務 は 、 総 務 部 行 政 管 理 課 に お い て 処 理 す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 1 9条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 平 成 2 6年 ５ 月 1 2日 か ら 施 行 す る 。  

（ 庄 原 市 行 政 評 価 委 員 会 設 置 要 綱 の 廃 止 ）  

２  庄 原 市 行 政 評 価 委 員 会 設 置 要 綱 （ 平 成 2 5年 庄 原 市 告 示 第 1 2 0号 ） は 、 廃 止 す る 。  

附  則 （ 平 成 2 7年 ３ 月 2 3日 告 示 第 4 3号 ）  

こ の 告 示 は 、 平 成 2 7年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 2 7年 ３ 月 3 1日 告 示 第 5 5号 の ７ ）  

こ の 告 示 は 、 平 成 2 7年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 2 8年 ３ 月 3 1日 告 示 第 3 6号 ）  

こ の 告 示 は 、 平 成 2 8年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


